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　皆さん、研修ご苦労さまです。本日は、「いま、
地方自治制度をあらためて考える」というテー
マで、諸外国での地方自治の色々な仕組みを
眺めてみることによって、我が国の地方自治
の仕組みについて何か新しいヒントが得られ
ないか、という観点からのお話をさせていた
だきます。

はじめに
　外国の話をする場合、特に外国の地方自治
の仕組みについて詳しい人は少ない。それも
あって、外国の話はえてして当てにならない、
マユツバの話が世の中に流通することが可能
です。政策論をする場合でも、どこそこの国
の福祉制度はどうだとか、税制がどうだとか、
いろいろな議論がありますが、外国の制度な
どの中の都合の良いところだけをつまみ食い
しているのではないかとよく感じます。
　例えばスウェーデンでは福祉が充実してい
るという話です。確かに充実はしています。
ただ、一方で国民がどのくらい税金を負担し
ているかを見なければいけない。日本の国民
がスウェーデンほどの税金を払えば、それは
日本の公務員あるいは政治家の皆さんであれ
ば、もっと高いレベルの福祉を実現できる。
しかし、日本では国民がスウェーデンよりも
税金を払っていないのですから、ここまでで
我慢してもらわなきゃならない、そういう議
論になるはずです。ところが、えてして歳出
側だけの議論をしがちです。
　私がこれから申し上げたいのは、これから
ますます地方自治体の中で独自の政策論を議
論できる時代になっていく。外国のことも色々
とお調べになると思います。大いに調べてい

ただくのがよいのですが、そのときに軽々し
く信ずる、あるいは軽々しく疑う、どちらも
軽々しい判断をしないようにしていただきた
い。他人の言うことも、どういうことをベー
スに議論をしているかを改めてご自分の目と
頭で、あるいは耳など、全身の感覚を動員し
て勉強していただきたいのです。

「民主主義」や「地方自治」は
「議会」から
　今日、ヨーロッパ諸国の間での地方自治に
関する共通の理解として「ヨーロッパ地方自
治憲章」という国際条約があります。1985年
にヨーロッパ諸国の間で合意されて、その後
各国ごとに国会で批准するという手順をとっ
ているわけですが、今日に至るまで大方の国
がこれを批准していますから、かなり共通の
ルールになっています。
　そのヨーロッパ自治憲章の第３条②では、地
方自治の権利というものは、直接・平等・普
通選挙権に基づいて秘密投票で自由に選ばれ
た者で構成される合議体、我が国で言えば議
会によって行使される。そして、その合議体
は、それに対して責任を負う執行機関を持つこ
とができる。つまり、議会が首長のような執行
機関を持つことができるという表現になってい
ます。議会が先にあり、議会があることが地方
自治体としての第１のポイントなのです。ヨー
ロッパではこういう論理構成になっている。
　例えばフランスの地方自治体では、まず議
会を住民が直接に公選する。そのうえで、議
会の中で首長になる人間を互選する。日本で
は、執行機関が直接公選で選ばれます。第二
次世界大戦後そういう仕組みになったので
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あって、これはアメリカの影響です。ドイツ、
フランスでは、議会がまずあり、これがなかっ
たら民主主義とはいえないと。そこから先、
実際の行政権限を誰か別の人間に持たせる。
そこは各国でいろいろです。位置づけは、議
会が先。ここのところが、我々日本人が忘れ
てしまっている部分であります。

補完性の原理と近接性の原理
　次にヨーロッパ自治憲章第４条③です。こ
こに規定されているのは、公的な責務、例え
ば自治体の任務ですが、これは住民にいちば
ん身近な行政主体が優先的に遂行する。日本
で言えば市町村です。そこが真っ先にやる。
他の主体、都道府県とか中央政府に何か公的
な仕事を担わせるのは、その任務の範囲と性
質、合理性と経済性、そうしたものを考慮す
る。これは広域単位にやらせたほうがいいと
か、あるいは中央政府にやらせたほうがいい
ということになればそちらにやらせる。でも、
話の発端は、住民にいちばん近いところが民
主主義の仕組みにのっとってやるのだ、とヨー
ロッパ自治憲章では書いています。
　これは「補完性の原理」と言われます。何
か物事は、まず個人が自分でできることは自
分でやりましょう。自分一人でなかなかでき
ないことは家族や友達と一緒にとか、個人に
いちばん近い社会の単位でやります。でも、
それだけではやり切れないことがいろいろあ
ります。それなら、近隣社会が力を合わせる。
それでまだできないこと、それは市町村みた
いな基礎的な行政の単位でやる。それでまだ
できないことがあったら、都道府県みたいな
広域な単位でやっていく。それでもまだでき
ないこと、それは中央政府でやる、というこ
とが「補完性」の考え方です。まず個人を大
切にして、個人に近いところで物事を担う仕
組みをつくっていく。個人からより遠い組織、
我が国なら都道府県とか中央政府は、市町村
ができるだけいろいろなことができるように
それを補っていく、支えていく、そういう役

割を持つようにしていこうじゃないですかと
いう考えが、この「補完性の原理」です。
　これは地方自治の世界でも非常に良い考え
方ではないでしょうか。別の言い方をすると、
「近接性の原理」。より住民に近い、そういう
社会的な単位がいろいろなことをやるように、
社会の仕組みを組み立てる。そのうえで、そ
ういう単位が、もう少し財源の支えとか専門
的知識の支えがあれば、その単位でできると
すれば、より大きな単位が補完していく、支
えていく、こういう仕掛けですから、これは
両方一緒にして考えたほうがわかりやすい。

地方自治体の国際比較－権限－
　日本では地方自治ということが憲法によっ
て制度的に保障されている、これは定説です
ね。国会の立法で、地方自治そのものを否定
するような立法をしてはいけない。
　地方自治体の権限については、およそ皆さ
んの自治体で何か政策をやろうというときに、
かなり自由に条例などを考えられる部分があ
る。既に国の法律でその分野について何か書
いてあれば、それは壊してはいけませんが、
何も書いていなければ、いろいろなことを日
本の自治体は自分で考えられる。
　でも、よその国では案外できない。我が国
のように包括的な権限を地方自治体に認めて
いるような国はフランスとかドイツですが、
アメリカ、イギリスはそうではない。
　イギリスでは、地方自治には憲法上の保障
が何にもありません。イギリスは憲法がそも
そも有るような無いような国ですから。地方
自治の仕組みについても全部国会の立法で決
まる。地方自治体は国会の「被造物」、そうい
う概念です。国会という神様がつくった被造
物が地方自治体であって、神様の思うがまま
につくられると、こういうことです。しかも、
その権限は限定列挙されています。イギリス
の地方自治体がどんな任務を遂行してよいか
は個別の分野の法律に書いてある。イギリス
ではこの仕組みを、2010年に政権をとった保
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守党がやっと改正をする。もっと地方自治体
に自由を与えようかというのがやっとのこと
で具体化するのが最近のイギリスです。
　大雑把に言うと、日本と似ているのがフラ
ンスとドイツ。そして、イギリスと同じよう
なのがアメリカ。アメリカというのは連邦制
ですから、50州それぞれの州に憲法があり、
州の議会が決める州法という法律があるわけ
ですが、州ごとにその仕組みの中で決まって
いる。ですから、州によってバラバラですが、
各州での地方自治体の権限は各州の立法で決
められている。各州が州内地方自治体の創造
主です。

地方自治体の国際比較－階層構造－
　次に、地方自治体の編成ですが、日本は市
区町村と都道府県の２段階。フランスは３段
階あります。フランスは州（レジオン）と呼
ばれる「超」広域な単位があって、その区域
内にデパルトマンという日本の都道府県に相
当する単位があり、それからコミューンとい
う基礎レベルの自治体があって、３階層です。
　問題はイギリスです。イギリスという国は、
地域によっては、中央政府があったら、あと
は地方自治体が１段階だけしかない。特に都
市部ではそうなっています。農村部に行くと、
日本の都道府県みたいなものと、市町村みた
いなものと２階層ある。ですから、地域によっ
て１階層になっているところもあれば、２階
層のところもあるのがイギリスの形です。
　ですから、こうやって見ると、地方自治体
の階層の数が２階層というのは、大国の中で
は今や珍しくなってきている。フランスに至っ
ては３階層です。このいちばん大きな州とい
う単位ができたのは1980年代です。それまで
は長年２階層でずっと来ていたのが、1980年
代になって地方分権を進める中で、いちばん
大きな単位である州も地方自治単位としてつ
くって、そのときに伝統のあるデパルトマン
を廃止しないで、そのまま置いておき、それ
より大きな単位として州をつくって、経済計

画の策定などの機能を持たせました。

地方自治体の国際比較－基礎レベル－
　基礎レベルの自治体は、日本は過去に何回
も大きな合併をしましたので、実は、数が少
なく今や1,800ほど。これに対してフランスは
合併が少ししか進まない。今でも基礎レベル
の自治体であるコミューンが３万6,500もあ
る。イギリスは、日本以上に中央主導の合併
が進みまして、今や400しかない。人口は日本
の半分くらいですから人口規模で見ても日本
より大きい。
　アメリカですが、日本の市町村に見合う一
般的な単位が３万6,000ぐらいあります。その
他に、注目しないといけないのは、特定目的
の自治体、学校なら学校だけをやる自治体、
特定目的区と訳しますが、「スペシャル・ディ
ストリクト」ですね。特定の行政機能だけを
担う行政の区画が４万8,000以上ある。これは
同じ地点でも複数が重複しています。日本だ
と総合的な目的を持った市町村の仕組みをつ
くっていますね。それ以外の仕組みとすれば、
総合的な市町村を母体にした、ごみ処理の一
部事務組合などはあります。でも、アメリカ
はそうではない。市町村を母体にしないで、
また別につくる。水道のいちばん効率的な供
給区域と、福祉のためにいちばん効率的な供
給区域は同じだという保証はない。むしろ違っ
て当たり前だと彼らは考えるのでしょう。そ
れぞれの便宜に合わせて、それぞれの特定目
的区が形成されますから、一般目的の日本の
市町村のような３万6,000ぐらいある自治体の
ほかに重畳して重なり合っている。同じ地点
で見ると幾つも自治体に当たるものがあり、
バラバラな行政区域を持っています。

地方自治体の国際比較－広域自治体－
　それから県や州というような単位です。日
本では47ありますね。フランスでは日本の県
に当たる広域単位、デパルトマンと言います
が、これが100あります。フランスの人口は日
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本の半分です。人口は日本の半分で、デパル
トマンの数は日本の都道府県の２倍ですから、
平均的に言えば一つが４分の１くらいでしか
ない。それから、州は、都道府県より広いも
のもありますが、その数は22ほどです。人口
が半分ですから日本の都道府県と平均的には
同程度。３段階ある地方自治単位の中のいち
ばん大きい州が日本の都道府県と同じくらい
の人口規模です。
　イギリスは、先ほど述べたように地方自治
体が１段階しかないところと２段階あるとこ
ろとありますので、この比較は非常に難しい。
平均値がとれないわけですね。１段階のとこ
ろはどちらかというと都市的地域です。そこ
には日本の基礎レベル市町村と似たような大
きさのものが普通にありますけれども、２段
階ある農村部になると、日本の都道府県に当
たる広域的単位は、面積はそこそこあります
が、人口は大変に小さくなる。しかし、イギ
リスでは、そういうところでも２段階を維持
している。
　アメリカですけれども、これもずいぶん大
きいように皆さん思っていますが、カリフォ
ルニア州は確かに大きい。人口は3,000万人い
て、日本の国土がすっぽり入る州ですけど、
それは例外です。アメリカの中では歴史と伝
統のある東部、独立のときにイギリスと戦っ
た東部13州を見ると、日本の鳥取県より小さ
い、あるいはほとんど同じぐらいの人口規模
の州があります。大きなところでもニューヨー
ク州ですから、日本の東京都と似たようなも
のでして、人口で見れば、日本の都道府県と
あまり違わないものばかりです。
　これで大ざっぱに乱暴なことを言いますと、
アメリカの州と比べて日本の都道府県は別に
小さくはない。カリフォルニアやテキサスみ
たいな新参者を見るからおかしい。むしろ歴
史の古い東部13州と比べれば、日本の都道府
県とそんなに変わりないのです。

道州制の議論を考える
　えてして都道府県が邪魔だとか地方自治の
リーダー的な人たちがおっしゃったりします。
道州制の議論をするときに、道州を導入した
ら都道府県は要らないということを当たり前
のようにみんな言っていますが、それはとん
でもない誤解です。
　そのときに地方自治体の事務をどう振り分け
るのかというと、今でも都道府県がしっかりで
きている仕事を、都道府県をなくして州レベ
ルに吸収しようと言っている。行政権限の担
い手が遠くなるわけです。ヨーロッパと逆の
ことを当たり前のように言っている。国民は、
何で自分たちの近くで出来ている仕事をわざ
わざそんな遠くに持っていくのだと、怒らな
くちゃいけない。国民がただの消費者だなん
て思っていないで主権者だと意識していたら、
物事を決める権限を何でずっと遠いところで
決めるようにするのかと怒るはずです。
　道州をつくる場合、そこに、今は国の出先
機関がやっている仕事を移管して、議会もつ
くって住民の代表が決める仕組みにする、そ
れならわかりますよ。ヨーロッパやアメリカ
のように、３階層の地方自治／統治の単位を
つくって、そのいちばん大きな階層である州
を自治体として設定して、議会を置き、住民
の代表が行政執行を担っていく、そういう体
制をつくるなら大いに意味がある。しかし、
県なんて古くて要らない、邪魔だとか、そう
いう議論をして、住民たちからもっと遠いと
ころに道州をつくる、そういう議論にだまさ
れてはいけない。
　なぜ市町村にとって都道府県が邪魔者に見
えるかというと、国の代理人的な仕事をやら
され過ぎているからです。機関委任事務とい
う仕組みは廃止されましたが、ひもつき補助
金などが残っている。2000年の改革は行政の
仕組みは変えましたが、税財政は変わってい
ない。それから後の小泉改革で交付税も減ら
され、それで地方税が増えたことになってい
ますが、例えば学校の先生の給料に対する国
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の負担金をそれまで２分の１だったものを３
分の１にして、要するに割り勘の出す量を減
らして、その国が出さなくなったとこへ地方
税を充てているだけです。地方にとって自由
は広がっていない。一般財源が増えたといっ
ても、俗に「補助裏」と呼ばれる、地方自身
では決められない部分に使わざるを得ない。

フランスの自治機構
　次に各国の自治機構を見ていきますと、日
本は首長と議員が別々に直接公選で選ばれる、
いわゆる「二元代表制」ですね。代表者が２
つのラインで生まれる。アメリカも、連邦レ
ベルでは、大統領と議会は別に選ばれている。
大統領は法案を出せないのですから、はっき
りした二元代表になっています。だが、州や
地方レベルでは同じではない。
　地方レベルで見ると、例えばフランスは一
元代表です。住民の人たちは議会を自分で選
挙します。そして議会の中で首長を互選しま
す。首長は、執行部の長でもあり、同時に議
会の議長でもあります。つまり議会のトップ
が執行部の長でもある。選挙は議会の選挙し
かない。さらに、首長一人では仕事は全部や
り切れませんので、大臣みたいな人を、地方
自治体でも置くんですよ。副首長と訳してい
ますけれども、この副首長が何人かずつ、大
きな市になると十何人いたりします。それで、
第１副市長、第２副市長、第３副市長のよう
に順番をつける。それを一々議会内で互選し
て決める。まず市長の互選をする。次に第１
副市長の互選、次に第２副市長と、順次行う。
簡単に言えば、多数派が全部握るということ
です。選挙はそれぞれ別々に一回ずつします
から。トップは多数派のリーダーがなるとい
うことです。この市長と副市長たちで内閣み
たいな執行部をつくって行政を担当する。副
市長たちはそれぞれ何々部長みたいな役割も
分担しますから、日本の内閣みたいなもので
す。そういう仕掛けになっています。

イギリスの自治機構
　次にイギリス。歴史と伝統で言うと、イギ
リスの地方自治体では、2000年に至るまで、
つまり20世紀が終わるまでシンプルな「議会
制」だったんです。住民は議会を選ぶ。市な
ら市の議会を選ぶ。これは直接選挙です。こ
の議会が、議長を選ぶ。議長は１年交代で政
治的な実権を持たない名誉職です。行政の執
行は、議会がいろいろな委員会に分かれて担っ
ています。日本の自治体の議会でも、例えば
文教委員会や建設委員会、総務委員会などの
委員会に分かれて審議します。ああいうふう
に委員会に分かれて、この委員会が政策の審
議だけでなく、それぞれの分野の行政執行を
します。つまり、日本で言う市長みたいな人
がいない。
　地方では、議会そのものが、委員会をつく
り分野を分けて、その委員会で行政的意思決
定もする。例えば建築規制、日本だと建築主
事がいて、首長からの権限を委任してもらっ
て、建築確認の申請が来たら調べて、建築確
認をしますね。あのようなことを議会の建設
委員会が一々やってきた。私も英国留学中に
傍聴に行きましたが、「えっ、こんなことまで
やるのか」というほどです。イギリスの地方
自治のあり方は住民自治がすばらしいと我々
はずいぶん教え込まれてきましたが、現場に
行ったら大変効率の悪いことをやっています。
それが「議会制」で、20世紀末までずっとイ
ギリスはこれをやってきた。
　それはさすがに効率が悪いと、ブレア内閣
のとき、2000年に地方自治法という法律をつ
くって、それを国会で通して、選択の余地を
つくった。自治体ごとに意思決定の仕組みを
選択できるようにするということを法律で定
めました。
　今でも実は規模の小さい市町村は昔のまま
の「議会制」でいいというのはある。しかし、
ある程度の規模以上の自治体は、効率性の観
点から、次のような仕組みの中から選ぶ、そ
ういうルールにしました。

特 集 JIAM研修紹介
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　一つ目は「リーダーと内閣」で、議会の中
からリーダーを選んで、それから大臣に相当
する人間を議員の中からリーダーが選ぶとか、
あるいは議会で選挙して選ぶという格好で、
首相みたいな人と大臣みたいな人を議会の中
でつくっていくという仕組みです。フランス
と似たような仕組みです。
　二つ目の「公選首長と内閣」は、日本のよ
うに直接公選の首長を置く。行政はその人を
中心に、その人だけだとやはり大変だから、
その人と一緒に仕事をする議員を首長が議員
の中から閣僚を選んで、内閣みたいにつくっ
て、直接公選の首長を中心に議員が内閣をつ
くる。議会はどちらかというとチェック機能
を果たす形にしようという仕組みです。
　三つ目の「公選首長とカウンシルマネ
ジャー」は、「公選首長と内閣制度」と同じよ
うな発想で、首長を直接公選で選ぶのですが、
そうはいってもいろいろな細かい日常的な業
務もあるし、そこはプロの公務員、専門家で
あるマネジャーというのを置いて日常的なこ
とは任せる。アメリカのシティーマネジャー
と言われる仕組みのまねですね。そのマネ
ジャーは議会が面接して選ぶ。首長がやると
自分の好き勝手になってはいけないから、マ
ネジャーは議会が選ぶ。いろいろな部長も議
会で面接して選ぶ。我が市では今度は教育部
長が欠員になったから誰か来ませんか、給料
はいくらですといって広告を出して、応募者
がいろいろなところから来る。それを議員が
面接し採用します。
　イギリスではこれを「カウンシル・マネ
ジャー」と言っていますが、「カウンシル」と
は何かというと議会です。「議会マネジャー」
と邦訳できますが、これを議員の中からマネ
ジャーを選ぶのだろうと日本で誤解している
人がいます。違います。「カウンシル」つまり
議会が面接して、プロの行政官の能力を持っ
た人間を任命する。なぜカウンシルかという
と、イギリスでは歴史と伝統からいうと、議
会が自治体そのものなのです。法律上では、

議会が法人格を持つ。日本では、市や町が法
人格を持っていますが、法人を構成するのは
何かというと、住民がいて、それから土地が
あって、いろいろな権限があって、財産があっ
て、それから名前があって、こういうオール
総体としての地域社会が法人格を持っている。
日本ではそういう解釈になっています。ドイ
ツやフランスと同じ観念です。しかしイギリ
スの観念は違っていて、自治体は要するに社
団法人みたいなものです。選挙で選ばれた議
員の集まりである議会、これが法人格を持っ
ている。そのものが自治体なのです。ですか
ら、自治体に任命されるマネジャーは「カウ
ンシル・マネジャー」。要するに「シティ・マ
ネジャー」と同じことなんです。決して議員
がマネジャーをやっているわけではない。
　なお、首都のロンドンですが、東京都ほど
の権限はありません。そこでは日本の二元代
表制みたいな格好をとろうと、法律で別扱い
していて、市長は選挙、議会も別途選挙とい
う仕掛けが決まっています。

自治制度の選択制
　ドイツやフランスでは、自治体の制度はそ
れぞれの国の法律なり、ドイツなら州の法律
なりで、それぞれの区域の中ではかなり画一
化されている。日本とそこは似ている。
　それを変えたのがイギリスで、2000年地方
自治法です。今、日本の国内でも自治体の側
で選択できるような仕組みをつくってもよい
のではないかという議論が始まっています。
自治体ごとに多様化していく余地をもっとつ
くったほうがよいのではないかと。地方自治
体で基本条例を制定したりする時代になって
います。基本条例というのは自治体の憲法み
たいなものでしょう。どうやって我がまちの
物事を決めるのか、その決める仕組みを今の
ように画一化しないで、あまりバラバラでも
困るかもしれませんが、国民がわかる範囲ぐ
らいの幾つかの中から選択するということが
あってもいいのではないでしょうか。
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　そのようになったとしても、あまりひどく
バラバラにはならない可能性が高い。イギリ
スでは、先ほど述べた幾つかの類型の中で直
接公選の首長を選べる二つ目の「公選首長と
内閣」、三つ目の「公選首長とカウンシルマネ
ジャー」の仕組みが、住民投票まで経たうえ
で決まったのは、12団体しかありません。結局、
住民はかなり保守的です。
　「議会制」のときには、いちばん有力な総務
企画委員会、英国式の名称では「政策・資源
委員会」の委員長が、リーダー的な役割を果
たしてきました。総務企画委員長がそのまち
の議会の多数派のリーダーであって、その同
じ党派の人が教育委員会の委員長をやり、建
設委員会の委員長をやり、その委員長たちが
集まって相談をして、全体の共通政策をつくっ
てきた。それを制度化したのが「リーダーと
内閣」なものですから、これがいちばん多く
選ばれた。そういう意味では自然ですね。
　直接公選の首長は、自治体が400ある中で、
僅か12団体でしか選ばれていない。「公選首長
とカウンシル・マネジャー」は、そのうち１
つの自治体だけが選んでいる。これも既に廃
止しまして、今は「公選首長と内閣」へ移行
し、マネジャーはいなくなっている。ですか
ら、選択肢をつくったからといって、そう急
にころころ変わるものでもないのですけれど
も、住民自身が自分で選んだ、自分たちで決
めたんだというその意識が重要です。我が国
の国民は議会が中心とは思っていない。自分
たちで、うちはこうやろうとでもいう議論が
一回でもあれば大分違うと思うのです。
　私が「自治機構」と呼んでいる、審議機能
プラス執行機能という全体をどうやって組み立
てるかはいろいろあります。イギリスは選択
制を2000年から導入した。アメリカは各州バ
ラバラ。フランスと日本は比較的画一的です。
イギリスも長い間、画一的だったわけですが、
今はそんな状況になってきています。
　日本でも選択制みたいなことがあっていい
のではないかという議論が、政府の地方行財

政検討会議で議論され始めています。関係者
の間での議論が盛んになってくる。そうする
と、例えば今の制度の中でも議会の運営をい
ろいろ変えていく、大都市部と町村部では事
情も違うでしょうし、まさに運用の部分です
から、そういうところこそ議会の内部規律の
問題として、我がまちの議会はどうやってい
くということをお考えになる、その辺で多様
性があってよいと思います。

地方公選職の国際比較
　さて次に公選職の人数についてです。ここ
で私が「公選職」とわざと言うのは、日本の
いろいろな人たちはこれを「議員」とだけ書
くんです。「アメリカでは、議員の人数はこれ
くらいしかいない。それに比べて日本では、
同規模の人口の市だと議員が何十人いる。無
駄だ」とこうやるわけですよ。
　だけど、それは制度を見てない。なぜかと
いうと、先ほど申し上げたように、アメリカ
では日本の自治体と同じような幅広い権限を
持った市町村みたいなもののほかに、学校や
消防をやっている特定目的区、そういったい
ろいろな地方行政主体がある。それぞれが民
主主義的にやっていまして、それぞれが選挙
して、公選職の住民代表がいるのです。意思
決定をする立場の人たちがいる。だから、日
本の議員と比べるには、そういういろいろな
タイプの自治体で住民代表として選ばれ働い
ている人たちを見なければいけない。
　アメリカで言うと、いわゆる総合的な市や
町の議会でないけれども、同じような地域に、
教育なら教育委員会の理事というような者が
選挙で選ばれている。広域単位だと保安官な
ども選挙で選ばれている。
　そういう選挙で選んでいる人の全体がど
れぐらいいるか？　日本は県も入れると地
方公選職は約４万人。人口1,000人当たり0.3
人。県と市町村の議会議員、首長全部入れて
も0.3人しかいない。フランスを見ると、52
万人から選挙で選ばれる人がいる。人口1,000
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人当たりでは8.6人。イギリスでは、先ほど
述べたように自治体の数は非常に少ないので
すが、議員の数を見ると２万3,000人もいて、
人口は日本の半分くらいですから0.4人、日
本より人口1,000人当たりは多い。それから、
イタリアやスウェーデンなんかも非常に多い
わけです。
　問題はアメリカです。地方行政主体の総数
は８万8,000、教育区とかいろいろあります
から。そこに選挙で選ばれる者が何人いる
か？　各自治単位８万8,000に１人ずつしか
いなくても、選挙で選ばれる人は日本の倍ぐ
らいいるわけです。たった１人ずつというこ
とはないから、必ず数名はいる。推計をする
と30 ～ 60万人。大変に雑な推計ですけど、
こういう推計ぐらいしかしようがない。古
い時代のデータで見ると30万人ぐらいいた。
1,000人当たりでは我が国の３倍から数倍に
なるでしょう。
　こうやって諸外国を見たら、日本の議員が
多いというのは何が根拠なのか？　よくわか
らないわけです。比較の対象にならないとこ
ろだけ比較して、日本の議員は多過ぎると、
もっと減らせ、と言うのは論理がおかしい。

政府部門職員の国際比較
　それからもう一つ、公務員みたいな人たち
です。これも日本では多いと言われています
が、何を根拠に言っているのか？
　政府の委託を受けて野村総研が平成17年に
調べた結果をご紹介します。「公務員」の数を
比較する場合の問題点は、行政事務の配分が
中央と地方で国によって異なることです。
　例えばフランスですと、学校の先生はみん
な国家公務員です。学校の先生は地方公務員
の中に入らない。警察官も国家公務員です。
都道府県職員に入らない。このように、国に
よっていろんなパターンがあります。
　あるいは外郭団体みたいな、ほとんど政府
の内部のようなものもたくさんある。ですか
ら、そういう外郭団体的なもので、どう考

えても政府部門のようなところは一応全部カ
バーしようと。それから、中央と地方の区分
けを取っ払って、およそ政府部門で働いてい
る人間が何人いるかを調べたのが、この調査
です。結果、日本は1,000人当たり42人。イギ
リスが98人。フランスは96人、アメリカは74人、
ドイツは70人。どこを見て日本の公務員は多
いと言っているのでしょうか？
　つまり日本の国民は、自分たちの代表であ
る選挙で選ぶ人の数についても誤解をしてい
て、減らせばいいとだけ言っている。公務員
についても、例えば日本は地方公務員の数が
多いと言う。当たり前です。日本では学校の
先生や警察官まで地方公務員だから。そんな
大量の公務員を国家が握っている、抱えてい
るような国と比較して日本の地方公務員は多
いというのはおかしい。こういうふうに全体
をとらえて、国と地方の間の事務配分という
ものも関係なしに見えるような国際比較デー
タを基に議論しないといけない。

政府部門の規模の国際比較
　今の話の補足ですが、日本では政府部門の
中で地方の歳出の占める割合が非常に大きい。
学校の先生や警察官は地方の公務員だとか、
そういうこと考えればすぐわかることですが、
日本の地方自治体というのはいろいろな分野
にわたって幅広く仕事をしている。ですから、
そういうところに公務員が多いのは当たり前
なわけですね。学校の先生は人手をかけなきゃ
仕事にならない。警察官だってそうです。だ
から、そういう人手がかかって当たり前の分
野も抱えながら、もちろん人も多いわけだか
ら歳出のウエートは政府部門全体の中では多
くなります。
　でも、政府部門の大きさを国の経済規模全
体の中で見ると、日本は、ヨーロッパの国々
よりも大分小さく、アメリカにかなり近い。
つまり、既に政府部門全体で小さい政府になっ
ているこの国で、その中で見れば地方が大き
なウエートを占めて仕事をしている。この地
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方の中で都道府県と市町村を分けると、大方
フィフティ・フィフティです。そういう意味
では日本は、世界のいろんな国の中でも地方
の役割が大きいほうに入っている。また、政
府部門全体はそんなに肥大化していない。
　イギリスでは、昔は日本よりもずっと大き
な政府だった。そこを小さい政府にする動き
があって、それでもまだ政府部門全体は日本
よりも大きい。そういうもともと大きい国で
小さくする動きは、やらせておけばいい。だが、
その動きを見習って日本ももっと小さくする
理由はどこにあるのか？
　日本では、「イギリスではNPMという改革
をしています。日本も見習うべきです」とか
言う人がいる。イギリスで何故あのような改
革が必要になるかというと、あまりにも政府
部門が手を出し過ぎていたからです。私が留
学をしていた1970年代は、サッチャー以前の
時代です。「イギリス病」と言われるぐらい停
滞をしていて、政府部門がいろんなことをや
り過ぎていた。例えば、当時、地方自治体の
事務所で使う机、椅子、これを外から買うの
ではなくて、自治体の職員が自分たちで作る
というようなことをやっていた。それが「ダ
イレクト・レーバー」と称する直営の現業部門、
そういう国だったのです。
　そういう国での改革を、お互いの立脚点を
忘れて、ただ単に方向だけ一緒にして見習っ
てはいけない。マラソンで四十何キロ走って
きた人たちが最後の競技場に戻ってきたとき
に、その隣を100メーター競走の人が走った
として、マラソンした人にも同じスピードで
走れというのは無理ですよね。それと似たよ
うな議論をしている。そんな話でも、外国も
のの情報を利用すれば、政策提言みたいに見
えるからでしょうか。でも、そういう提言は
フィットしないのです。それでやると、今日
みたいな、もう荒廃し切った公務の場が見え
てくるようになってくる。
　そういうバックグラウンドの違いも考えな
がら議論をしていかなくてはいけないという

ことに気づくきっかけに、今日の話がなるこ
とを期待をして、私の話のまとめと致します。

（文責　全国市町村国際文化研修所）
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